
金属製品製造業におけるめっき作業

　化学物質管理マニュアル

本マニュアルの位置づけ 

●本マニュアルは、めっき工場で想定される共通する作業において、適切なリスク低減措置を示すことを目的に、厚

生労働省の危険性又は有害性等の調査等に関する指針※1 に対応したものです。 

●マニュアルにより、以下を実施できます。 

作業ごとに労働者がばく露される物質の濃度を測定することなく、その作業におけるリスクアセスメントを実施でき

ます。定められた措置を適切に実施することで、その作業において、リスク低減措置を実施することができます。 

●めっきは多数の種類があり、それぞれ別のリスクがあります。マニュアルに記載のリスク低減措置は、共通する作業

の典型的な作業条件を想定の上、策定されています。非定常作業のリスクや個社のリスクは考慮されていないの

で、一連の作業のリスク評価及び対策がマニュアル記載の対策で十分かどうかを現場で確認することが大切です。

マニュアルに記載範囲外の作業を行う場合は、厚生労働省の危険性又は有害性等の調査等に関する指針に

則り、個別にリスクアセスメントを行い、リスクに応じて対策を決定・実行してください。 

  

適用範囲と使用上の注意 

●本マニュアルでは、以下の作業工程を想定しております。実施する作業内容と一致する場合にのみ、本マニュア

ルを適用可能です。なお、特定化学物質障害予防規則（特化則）や有機溶剤中毒予防規則（有機則）

などの特別則で規制される物質は、特別則での対応が法令で義務付けられています。本マニュアルは特別則の

対応を行っている前提で、それ以外のリスクアセスメント対象物に関して適用されるものです。 

 

№ 主要な作業分類 想定される具体的作業 

１ 前処理作業・手動めっき作業等 
手動めっき作業／半自動めっき作業／酸洗浄作業／脱脂作業／剥離作業 

など 

２ めっき槽等への薬液等の補給作業等 
粉末薬品の予備溶解／液体薬品のめっき槽等投入／粉末薬品のめっき槽等

への直接投入／計量カップによる移し替え作業／薬品サンプル調製 など 

３ メンテナンス・保守・清掃作業等 

めっき槽から予備タンクへのめっき液の移送／めっき槽の洗浄（作業員がめっき

槽内部に入って清掃）／めっき槽の清掃（作業員が外側からめっき槽内部を

清掃）など 

４ 排水処理に関連した作業等 

粉末薬品の予備溶解／薬品の補給作業（液体）／pH 調整・中和作業／

酸化・還元処理作業／重金属排水処理／有機塩素系の処理／廃めっき液

処理 

 

●使用者は、マニュアルの想定と実態が乖離していないか、継続的に確認し、使用しなければなりません。 

●マニュアルの裏表紙に記載されていない成分が化学品に含まれている場合、本マニュアルで示す対策では不十分

である可能性があります。呼吸用保護具の種類を見直します。また、保護手袋については皮膚障害等防止用

保護具の選定マニュアル※２（QR コード）を参照の上、薬剤に含まれる化学物質に対する手袋材料の耐透過

性が十分か、確認する必要があります。 

●マニュアルで不明な点等は、付属の解説テキストを参照してください。 

なお化学物質管理者は、解説テキストの内容をよく理解の上、本マニュアルを使用してください。  

 
※１ 平成 27 年 9 月 18 日危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第 3 号 

（令和 5 年 4 月 27 日危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第 4 号により改正） 

※２ 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル（第２版 2025 年 3 月） 
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対象者の情報

業務経験等の情報

作業の情報

使用している薬剤の情報

※「絵表示の名称」のセルに表示される略称は次の絵表示に対応する。

▼プルダウンリストから選択

特

化

則

回数

炎 ガ 円 環腐 ど

化学物質管理者

保護具着用管理責任者

作業者

実施日

▼プルダウンリストから選択 外国籍のスタッフ有無 ▼プルダウンリストから選択

金属製品製造業におけるめっき作業 化学物質管理マニュアル
＜ 前処理作業・手動めっき作業 ＞

実施者

具体的作業内容

濃

度

基

準

値

有

機

則

含有成分名
※「CAS番号」を入力すると、

「含有成分名」が表示されます。

CAS番号
※半角の「-

(ﾊｲﾌﾝ)」で入力

してください。

製品の名称

R

A

対

象

物

が

ん

原

性

皮

膚

等

障

害

対象のめっき

対象の作業

対象場所

新人スタッフの有無

関係法令等

絵表示の名称

（略称）

毒

劇

法

炎 ガスボンベ 円上の炎

感 健

腐食性 どくろ 感嘆符 健康有害性 環境有害性
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必ず不浸透性の化学防護手袋と化学防護眼鏡を使用する。

めっき液等の供給は自動ラインを用いるか、ポンプ等を用いて行い、直接ばく露をできるだけ避ける。

局所排気装置やプッシュプル型換気装置を含めた適切な空調・換気装置を稼働させる。

治具やめっき製品に触れるときは必ず水洗後にする。

作業手順書を作成し、その手順を守る。

手袋着用前には、必ず傷や穴あきがないことを確認する。長靴の穴あきにも注意する。

眼鏡や呼吸用保護具を着用する場合は、フィッティングテストを行うなど、正しく装着されていることを確認する。

有害性の高い薬液が付着したバレルや治具に直接触れないように規則化する。

バレルや治具の下に作業員が入らないように動線を工夫する。

換気の悪いところでは移動式局所排気装置や送風機等を作動させる（特別則に基づかないものでもよいが 　 一定の性能が担保できるもの）。

めっき等に使用される化学物質の多くは、特定化学物質障害予防規則（特化則）等で管理される危険有

害性の比較的高い物質であり、慎重に使用すること。

▼ 化学物質取扱い時の留意点

手袋や保護衣を脱ぐ場合は、手袋や保護衣に付着した化学物質に触れないように、化学物質の付着面が内側になるように脱ぐ。

脱ぎ方は「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」に記載されている。

液だれや液はねが起こる作業は、作業条件を変更し、液だれや液はねの発生を最小限にする。

（対策例：ポリタンクから薬液を補給する場合、注ぎ口を上にすることで、液だれや液はねを抑えることが可能）

○皮膚に付着した場合：

　 直ちに拭き取り、流水またはシャワーで15分以上洗い流す。油状のものは石けんを使用する。洗浄後は必ず医療機関を受診すること。

○眼に入った場合：

 　直ちに清浄な流水で15分以上洗眼し、速やかに医療機関を受診すること。

【重要】　症状の有る無しに関わらず、SDSの有害性情報を確認し、医療機関にて受診してください。

　　　　　 後から症状が現れることがあります。「この程度なら大丈夫」という自己判断は危険です。

GHSピクトグラム■危険性（火災爆発に関連）

〇可燃性ガスが発生したり、他のものの燃焼を激しくする成分が含まれていることがある。

　 SDSを確認して、製品全体の危険性を評価することが重要。

■有害性（健康有害性に関連） GHSピクトグラム

〇吸入すると有毒

〇接触により皮膚や眼に重篤な損傷やアレルギー皮膚反応を起こすおそれ

〇長期にわたる吸入や皮膚へのばく露により、①神経系、心・血管系、血液系、肝臓、腎臓、呼吸器系等への障害、②生殖

 　能力や胎児への悪影響、③発がんのおそれ

▼ リスク低減措置

■保護具以外の実施すべき対策

■緊急時の対応

■リスク低減対策

■保護具の留意点
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特別規則（特化則、有機則等）の適用対象となる作業については、それらの規定に従う。

詳細は、「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」を参考にする。

通常の作業服。腕等が露出していないもの。

作業状況、環境に応じて、不浸透性の部分保護具（前掛け）等を使用する。

作業状況、環境に応じて、化学防護長靴の着用を検討する。

作業員が直接治具を持ち上げて移動させる場合は、不浸透性保護衣を着用するなど、液だれの対策をとる。

★：特別則（特化則等）に基づく対策

【手動ライン通路上での突沸による薬傷事故】

　手動ライン通路上で、銅素材の表面処理をすべく、上体を前屈みにして作業を開始したところ、表面処理液が突沸し、

　左手内側と左顔面に液を浴びて負傷するという事故が発生しています。

【めっき槽に製品投入時の液飛散による火傷事故】

　品物をフラックス槽（熱湯）に入れる際、深く入れ過ぎてしまい、手を火傷するという事故が発生しています。

【手動ラインでの製品引き上げ時のゴム手袋内への液侵入事故】

　電解洗浄槽に品物を取り付けた冶具を引き上げる際、手袋の縁より液が入り、右手甲に薬傷を負うという事故が発生しています。

保護手袋

吸入対策

その他注意事項

　　　ヒヤリハット事例　＜前処理作業・めっき作業＞（厚生労働省「職場のあんぜんサイト」より）

特化則物質を取扱わない場所では検知管等を用いた簡易的実測も含めたリスクアセスメントを行い、濃度基準値以

上になる可能性がある場合は、局所排気装置を稼働させるなどの工学的措置で濃度を下げるか、防毒マスクまたは

防じんマスクを着用する。

手動めっき時、可能な限り、持ち上げたときの治具の高さを、顔より下にする。水洗が終わるまで治具をめっき槽の上

から外に出さないようにする。

対策内容項目

保護めがね

保護衣・保護靴

塩化ビニル製／ニトリルゴム製の化学防護手袋を使用する。取扱う薬品が塩酸や硫酸の場合はブチルゴム系の手

袋、硝酸の場合は多層フィルムの手袋を着用する。

取扱う薬剤が塩素系有機溶剤の場合は、PVA製又は複合フィルム製の化学防護手袋を使用するなど、溶剤の内

容を踏まえて適切な手袋を選定する★。

サイドシールド付保護めがね、又はゴーグル型保護めがねを着用する。飛沫が飛ぶ環境ではめがねの上にフェイスシー

ルドを着用する。

フィルム系の手袋を使用する場合はインナー手袋とし、外側に作業性を確保するための手袋を着用することを検討す

る。

自社でリスクアセスメントを実施し、その結果に基づき、労働者のばく露濃度が濃度基準値以下かつ最小限度になる

措置を講じる。

図は防じんマスク、保護手袋、保護めがね、前掛け着用例

（化学物質の性状により、防毒マスクが必要な場合もある）

使用できる作業内容：

手動めっき作業／半自動めっき作業／酸洗浄作業／脱脂作業／剥離作業　及びそれに準じる作業

▼作業と保護具のポイント
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金属製品製造業におけるめっき作業に使用される主な化学物質

手動

めっき

薬液

補給

洗浄等

メンテナ

ンス

排水

処理
有機則 特化則

RA

対象物

※1

がん

原性

物質

濃度

基準値

皮膚等

障害

※2

毒劇法

□ 778-02-8 クロム及びその化合物 (硝酸クロム） ● ● ● ●

□ 10101-53-8 クロム及びその化合物(硫酸クロム） 健 感 環 ● ● ● ● ●

□ 7664-41-7 アンモニア 炎 感 腐 健 ガ ● ● ● ● ● ● ● ●

□ 151-50-8 シアン化カリウム ど 感 健 環 ● ● ● ● ● ● ● ●

□ 143-33-9 シアン化ナトリウム ど 感 健 環 ● ● ● ● ● ● ● ●

□ 557-21-1 シアン化亜鉛(Ⅱ) ど ● ● ● ● ●* ●

□ 13967-50-5
ジシアノ金(Ⅰ)酸カリウム（シアン化金カ

リウム）
感 腐 健 環 ● ● ● ● ● ● ●

□ 544-92-3 銅及びその化合物（シアン化銅） 健 感 環 ● ● ● ● ● ● ●

□ 75-09-2 ジクロロメタン（別名二塩化メチレン） 健 感 ● ● ● ● ● ● ● ●

□ 79-01-6 トリクロロエチレン 健 感 ● ● ● ● ● ● ● ●

□ 7664-39-3
弗素及びその水溶性無機化合物（フッ

化水素酸）
ど 腐 健 ガ ● ● ● ● ● ● ● ●

□ 7718-54-9
ニッケル及びその化合物（塩化ニッケ

ル）
ど 感 健 環 ● ● ● ● ● ●

□ 7646-85-7 塩化亜鉛 感 腐 健 環 ● ● ● ● ● ●

□ 7647-01-0 塩化水素（塩酸） ど 腐 健 環 ガ ● ● ● ● ● ● ● ●

□ 7722-84-1 過酸化水素 円 ど 腐 健 感 環 ● ● ● ● ● ● ● ●

□ 10588-01-9
クロム及びその化合物（重クロム酸ナトリ

ウム）
ど 腐 健 感 環 ● ● ● ● ● ● ●

□ 7697-37-2 硝酸 円 ど 腐 健 ● ● ● ● ● ● ● ●

□ 1310-73-2 水酸化ナトリウム 腐 健 ● ● ● ● ● ● ●

□ 1333-82-0 クロム及びその化合物（無水クロム酸） 円 ど 腐 健 感 環 ● ● ● ● ● ● ●

□ 7664-93-9 硫酸 ど 腐 健 環 ● ● ● ● ● ● ● ●

□ 7786-81-4
ニッケル及びその化合物（硫酸ニッケ

ル）
感 健 環 ● ● ● ● ● ●

□ 10101-97-0
ニッケル及びその化合物（硫酸ニッケル

六水和物 ）
感 健 ど ● ● ● ● ● ●

□ 7758-98-7 銅及びその化合物（硫酸銅） ど 腐 健 感 環 ● ● ● ● ● ●

□ 7772-99-8 すず及びその化合物（塩化第一すず） 感 健 環 ● ● ●

□ 16872-11-0
弗素及びその水溶性無機化合物（ホウ

フッ化水素酸）
腐 健 感 ど ● ● ● ●

□ 12125-02-9 塩化アンモニウム 感 健 ● ●

□ 7681-52-9 次亜塩素酸ナトリウム 腐 感 環 ● ●** ●

□  7631-90-5 亜硫酸水素ナトリウム 感 ● ●

□ 1313-82-2 硫化ナトリウム 炎 ど 腐 感 環 ● ● ● ●

□  1327-41-9
アルミニウム及びその水溶性塩（ポリ塩

化アルミニウム）
● ●

□ 10025-77-1 塩化第二鉄 ●

□ 1305-62-0 水酸化カルシウム 感 腐 健 ● ● ●
●

eye

□ 7664-38-2 りん酸 ど 腐 感 健 ● ● ●

□ 506-64-9 シアン化銀(Ⅰ) ど 腐 健 ●
●

eye
●

□ 50-00-0 ホルムアルデヒド 炎 ど 腐 感 健 ガ ● ● ● ●

□ 10043-35-3 ほう酸及びそのナトリウム塩（ほう酸） 感 健 ●

※1　RA対象物質：リスクアセスメント対象物質

※2　耐透過性能情報が不足しているため、保護具選定にあたっては、保護具メーカーに確認すること。

*　令和8年4月1日から適用

**　令和9年4月1日から適用

関係法令等

チェック CAS番号
安衛法の法令名称

（別名）
GHSピクトグラム

作業分類
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